
山形市上下水道部職員カスタマーハラスメント対策〈概要版〉

４ カスタマーハラスメントへの具体的な対応（対応フロー図）（マニュアルP5～P16）１ カスタマーハラスメント対策策定の背景（マニュアルP１）

２ カスタマーハラスメント対策に係る基本的な考え方と対応方針（マニュアルP2）

3 カスタマーハラスメントの定義と判断基準（マニュアルP３・４）

【基本的な考え方】
市民等から寄せられるご意見・ご要望は、市政運営や行政サービスの向上、業務改善等につながる重要な情報であ

り、職員は、市民一人ひとりの声に耳を傾け、真摯に対応を行います。
一方、これらのご意見・ご要望の中には、長時間の拘束を不当に強いるものや、職員の人格を否定するような言動

などがあり、これらは、職員の人権を侵害する行為であるほか、通常業務への支障を生じさせ、ひいては行政サービ
スを利用する他の市民等に対しても不利益をもたらすものです。

山形市では、職員を守るとともに、市民等への適正な行政サービスの提供を継続して実施するため、これらの行為
に対し、毅然とした態度で組織一丸となって対応することとし、特に悪質な行為に対しては、警察、弁護士等と連携
し、法的措置等を含め厳正に対応していきます。

【対応方針】
⑴ カスタマーハラスメントに対応するための体制づくり

① 職員は冷静に状況把握に努め、関係課又は関係機関と連携し、法令、条例等に基づき迅速に対応を行います。
② 所属における各職員の役割を明確にし、組織的に対応できるようにします。
③ 特に悪質な事案については、「カスタマーハラスメント対策委員会」による全庁的な対応を行います。
④ カスタマーハラスメントが発生した原因、状況等から傾向を分析し、対応の振り返りを行うことで以後の対応に

活かします。
⑵ カスタマーハラスメントを発生させない環境づくり

カスタマーハラスメントを発生させないために、通話録音の実施や啓発ポスターの掲示等の環境づくりを行います。

⑴ カスタマーハラスメントの定義
①職場において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者（市

民等）の言動であって、②その雇用する労働者（職員）が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許
容される範囲を超えたもので、③当該労働者（職員）の就業環境を害すること。

※①から③までの要素を全て満たすものがカスタマーハラスメントに該当する。
⑵ 代表的な類型

・長時間拘束型（長時間にわたり職員を拘束する）
・暴言・暴力型（大声、殴る・蹴る等）
・権威型（特別扱いを要求する）
・セクハラ型（身体に触る、つきまとう）
・誹謗中傷型（インターネット上に、名誉を毀損する、プライバシーを侵害する情報を掲載する）

近年、社会全体で顧客等からの著しい迷惑行為、いわゆる「カスタマーハラスメント」についての関心が高くなっ
ている。過度な要求や長時間の拘束を伴うカスタマーハラスメントの対応には非常に多くの時間を費やすため、本来
であれば他の市民に提供できたはずのサービスが提供できなくなってしまい、結果として市全体の行政サービスの低
下に繋がってしまう。また、カスタマーハラスメントには職員の人格を否定するような言動もあり、職員に強い負荷
がかかってしまうことから、病気休暇や休職に追い込まれる事態も考えられる。

このような背景から、カスタマーハラスメント対策に取り組むことは急務である。
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・対応終了後は、ねぎらいの言葉を掛ける。
・対応者の悩みを聴く又は相談に乗る。
・カスタマーハラスメントが繰り返される場合は、一時的な担当替
　えを検討するなど一人の職員に負担が集中しないよう配慮する。

　次の相談窓口において、カスタマーハラスメントによって
メンタルケアを必要とする職員からの相談を受ける。
　・（水）総務課
　・山形市職員こころの相談
　・全水道山形水道労働組合
　所属の上司は、必要に応じて上記の相談窓口に相談すること
を促す。
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対応記録シートにより

（総）総務課に報告及び相談
※チェックリストを用いて（総）総務課に

おいて案件を振り分けた上で対応する。

※（水）総務課職員係を経由すること。

【組織的対応】

・お願い文の発出

・警告の通知

・対応拒絶の通知

・仮処分命令の申立て

・訴えの提起 など

カスタマーハラスメント抑止策の実施

・組織における抑止策（カスタマーハラスメントを発生させない環境づくり（Ｐ１５））

周知啓発、接遇研修 など

・所属における抑止策（市民等に不信感を抱かせない対応（Ｐ５・Ｐ６））

法令等・業務内容の理解、対応力の向上、自己啓発 など

未解決

警察への通報・

退去命令の相談

報告・相談報告

確 認 参 照

カスタマーハラスメント

対策委員会（Ｐ１３）

弁護士相談確 認

改善（抑止策にフィードバック）

・マニュアルの改定

・アンケートの実施

・研修への反映 など

組織的な対応が必要なカスタ

マーハラスメントとして認定

マニュアル（Ｐ５～Ｐ１１）及び対応事例集に基づく対応

・複数人による対応

・記録、録音の実施

・所属長が責任を持って判断 など

随時（水）総務課職員係が相談対応

カスタマーハラスメントデータベース

（庁内で共有）

【悪質な事案】

・繰り返されるもの

・部署をまたぐもの など

再三の警告に従わない場

合は、警察への通報等の

対応に移行する。

改 善

一度対応が終了した事案（緊急性の高い

事案を含む。）であっても、繰り返され

るものは悪質な事案として対応する。

【所属長判断で対応可能な事案】

・長時間の拘束
（目安：対面６０分・電話３０分）

・職員への執拗な暴言・誹謗中傷 など

【緊急性の高い事案】

刑法等の法令（Ｐ１８・Ｐ１９参照）

に違反するもの

・暴行、脅迫 など

Ｐ・・・マニュアル

掲載ページ

カスタマーハラスメント（と思われる状況）の発生
カスタマーハラスメントの判断基準Ｐ３・Ｐ４

報告

対応の中断・

対応の打切り

対 応 終 了

対応記録シートにより

（総）総務課に報告

参 照

・経過観察

・助言

※（水）総務課職員係を経由すること。


